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ア
ル
ヴ
ァ
ソ
ズ
の

『
現
代
國
際
決
の
基
本
的
綱
領
及
ぴ
大
原
則
の
宣
言
』

前

原

光

雄

醐）

　
疑
際
法
の
法
典
化
に
闘
す
る
是
非
の
論
は
暫
ら
く
措
き
、
現
實
に
法
典
化
へ
の
努
力
が
過
去
に
於
て
梯
は
れ
、
ま
た
現
在
に
於
て
も

梯
は
れ
つ
亀
あ
る
こ
と
は
事
賞
で
あ
る
o
法
典
化
に
關
す
る
國
際
聯
盟
の
努
力
，
或
ひ
は
、
汎
ア
メ
罫
力
會
議
緩
於
け
る
法
典
化
事
業
、

各
輿
際
法
研
究
團
醗
の
酋
動
等
を
一
瞥
す
る
な
ら
ぱ
，
こ
れ
は
何
人
も
容
易
に
認
め
碍
る
ζ
と
で
あ
る
o

　
國
際
法
の
研
兜
を
目
的
と
す
る
五
個
の
國
際
的
潅
團
彊
，
即
ち
、
萬
國
々
際
法
學
會
（
ピ
．
国
誘
馨
暮
号
ご
器
雛
騨
霧
蟹
鋒
簿
髭
）
。
羅

際
訟
協
曾
（
冒
聾
墓
警
塁
一
騨
笥
〉
器
2
欝
魯
3
）
、
國
際
外
交
學
會
（
ピ
．
渉
β
象
髭
o
豆
覧
o
響
毘
暑
o
囲
導
霧
艶
ぎ
謬
鶏
⇔
）
、
國
際
法
鰯
聯

盟
（
暦
．
C
鼠
8
一
癖
崖
ρ
5
図
艮
。
謹
謡
o
暴
『
）
及
び
ア
メ
リ
カ
國
際
法
學
會
（
い
．
同
霧
馨
韓
鉛
冒
婁
量
宣
蓼
ご
三
静
回
溝
轟
旨
毘
o
欝
一
y
縁

一
九
三
〇
隼
よ
り
以
前
か
ら
既
に
國
際
法
の
法
典
化
に
つ
い
て
努
力
を
佛
つ
て
ゐ
た
o
そ
し
て
，
そ
れ
は
甚
だ
蜜
現
の
可
能
煙
を
も
つ

た
も
の
で
あ
つ
た
o
こ
の
宣
雷
を
盛
表
し
た
ア
ル
ヴ
7
レ
ズ
は
五
櫨
の
團
観
か
ら
報
告
者
と
し
工
選
ぱ
れ
驚
翻
人
響
あ
る
〇
一
九
三
〇

年
の
法
典
編
簗
會
議
に
於
て
、
法
典
化
希
望
の
決
議
が
探
揮
せ
ら
れ
た
と
と
纏
周
知
の
婁
實
で
あ
る
燈
こ
の
希
整
を
實
現
し
翼
へ
ら
飾

た
使
命
を
途
行
す
る
最
善
の
方
法
と
し
て
は
、
各
學
會
に
「
將
楽
に
於
け
る
國
際
法
の
基
本
的
綱
鎮
及
び
大
原
鰯
の
宣
言
案
琿
＆
窪
禽

　
　
　
　
　
ア
諏
ゲ
ァ
シ
ズ
の
『
税
代
國
際
法
の
薄
本
的
綱
領
及
び
大
際
鰯
の
宣
讐
』
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
愚
一



⊂3露8）

　
　
　
　
　
ア
勘
ケ
ア
レ
1
の
『
魂
俺
騰
際
決
の
墓
本
的
綱
領
瓦
ぴ
大
康
鎚
の
宣
書
S
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
二

ご
野
『
翼
凶
暑
讐
帰
諒
“
8
鼠
震
誉
簗
置
馨
鐸
仲
”
誉
9
一
窃
繋
彗
静
冥
ぎ
・
な
窪
倉
身
島
甘
擢
讐
帥
臨
o
塁
回
留
一
．
慧
窪
岸
）
を
提
蹴
す

る
こ
と
噂
あ
る
み
考
へ
た
。
か
く
て
法
典
編
纂
委
員
會
の
償
重
な
検
討
を
経
て
作
成
せ
ら
れ
た
も
の
が
、
「
現
代
國
際
法
の
基
承
的
綱
餐

及
び
大
原
則
の
宣
言
ご
置
農
鋒
g
恥
畦
炭
＆
g
伽
窃
筋
8
留
諺
窪
雷
一
。
ψ
g
一
亀
隣
蟹
5
晋
冥
置
島
饗
脇
爵
ご
さ
皆
圓
翼
o
目
騨
昌
露
毘
目
望

身
倦
8
で
あ
る
o

　
こ
の
宣
曾
は
、
前
掲
五
個
の
國
際
法
研
究
團
盟
巾
の
三
個
の
も
の
も
即
ち
，
い
．
｝
8
象
菖
。
臣
覧
舞
薮
馨
o
岡
艮
。
馨
蓼
鵠
ぎ
く
8

q
昌
卿
塞
｝
β
輔
聾
彊
＠
H
鼻
婁
5
岳
昌
麟
一
の
噂
及
び
ぎ
零
目
鼠
o
欝
一
ド
薯
壽
竃
痔
岳
臼
に
よ
つ
て
醜
に
賛
成
を
鱒
て
ゐ
る
。
残
の
の
二
個
の

團
値
の
中
で
寓
國
々
際
法
娯
會
は
婆
員
會
か
ら
提
出
の
草
案
多
数
の
爲
め
に
本
案
を
塞
議
す
ぺ
む
時
間
が
無
か
つ
た
こ
と
、
ア
メ
瞬
ヵ

　
　
　
　
ロ

國
際
法
學
禽
は
丁
崖
一
時
的
に
そ
の
活
励
を
停
止
巾
で
あ
つ
た
爲
に
、
矢
張
り
審
議
し
得
な
か
つ
た
の
で
、
報
告
者
と
し
て
任
命
せ
ら

れ
た
7
レ
ジ
や
ン
ド
ゥ
回
・
ア
ル
ヴ
7
レ
ズ
（
ま
＆
置
印
o
≧
話
噌
鵠
）
が
本
宣
晋
と
そ
の
理
由
の
鏡
明
を
蓮
ぺ
た
小
冊
子
嚢
衷
す
る
ま
で

に
陰
養
否
不
明
で
あ
つ
た
。
然
し
、
こ
れ
等
爾
學
會
の
態
度
は
何
れ
決
せ
ら
る
ぺ
を
は
既
定
の
纂
實
で
あ
る
。

　
篭
』
に
紹
介
す
る
「
國
際
法
の
墓
本
的
綱
領
及
ぴ
大
原
則
の
宣
冒
』
の
作
成
は
前
掲
ア
ル
ヴ
ヲ
レ
ズ
に
負
ふ
と
こ
ろ
極
め
て
多
い
こ

と
を
認
め
ね
ぱ
な
ら
な
い
．
そ
れ
は
、
一
九
三
六
年
九
月
十
日
よ
砂
十
五
日
ま
で
パ
リ
ー
で
開
か
れ
た
置
擢
箆
菖
露
菖
ド
講
蝿
｝
器
曾

昏
餓
8
の
會
膿
に
於
て
．
該
宜
冒
セ
承
認
す
る
に
當
つ
て
も
、
『
法
典
化
委
員
會
の
報
告
者
ア
ル
ヴ
ァ
ソ
ズ
氏
に
よ
つ
て
準
備
せ
ら
れ

沁
糞
婁
ト
を
了
知
し
…
し
な
葛
丈
句
㌘
決
議
に
記
し
て
あ
る
こ
と
を
以
て
し
て
も
明
か
で
あ
る
。
（
診
レ
冨
糞
疑
℃
鼠
留

嵩
o
登
肋
9
d
曾
艮
置
寓
露
“
霊
職
鍵
R
謁
ぼ
良
℃
窪
倉
ご
3
瞥
ぎ
尊
o
苺
静
饗
圓
詔
＆
o
躍
9
鯵
ま
勉
ヤ
榊
勉
鴨
琴
岱
夢
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
特
色

　
本
宜
讐
の
特
後
に
つ
い
て
」
響
醗
明
す
る
必
要
が
あ
る
。



㈲ θ
ゆ

第
一
に
、
從
來
個
人
又
は
感
會
等
に
よ
つ
て
作
成
せ
ら
れ
た
法
典
案
は
種
々
あ
る
が
、
そ
れ
簿
の
法
典
案
で
國
際
法
の
全
般
濫

亙
つ
て
規
定
す
る
も
の
は
何
れ
も
、
そ
の
規
定
は
千
百
を
以
て
数
へ
る
も
の
ぱ
か
り
で
あ
る
◎
個
人
の
手
に
成
る
法
典
案
で
著
名
な
も

の
を
観
て
も
ー
ブ
ル
γ
チ
呂
リ
イ
（
田
茸
蔓
建
）
の
一
八
六
一
年
の
法
典
案
は
八
六
ニ
ケ
條
噛
フ
璽
！
ル
ド
（
累
・
置
）
の
榊
八
七
六
年

の
法
典
案
i
一
八
七
二
年
の
法
典
案
を
修
正
し
た
も
の
！
ー
一
、
O
O
八
條
、
フ
ィ
オ
量
レ
（
浬
o
誘
）
の
一
八
九
〇
年
の
法
典
案
は

一
、
三
四
〇
僚
で
あ
る
．
然
る
に
、
こ
の
宣
嘗
は
全
條
僅
か
四
十
ヶ
條
に
遇
ぎ
な
い
。
こ
れ
ぽ
、
そ
の
名
禰
が
示
す
繊
に
、
國
際
法
の
基

本
的
な
綱
領
と
大
原
則
の
夢
を
示
し
た
も
の
で
、
細
則
に
は
騙
れ
て
ゐ
な
い
こ
と
を
特
色
と
す
る
の
で
あ
る
o
罎
細
な
法
典
も
と
よ
り

撰
斥
す
べ
き
で
は
な
い
が
、
法
典
化
の
頗
序
と
し
て
は
、
先
づ
大
綱
を
定
め
て
、
然
る
後
に
細
則
に
入
る
の
を
置
道
と
す
る
◎
法
典
化

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

叡
る
審
業
が
如
何
に
至
難
な
も
の
で
あ
る
か
は
、
國
際
聯
盟
の
擁
つ
た
努
力
と
b
そ
の
努
力
の
結
果
掲
た
法
典
化
の
實
駿
と
を
照
し
合

す
な
ら
ぱ
，
思
ひ
牛
ぱ
に
遙
ぎ
る
も
の
が
あ
る
o
そ
れ
故
に
、
先
づ
大
綱
よ
の
彙
を
遜
め
る
こ
と
は
霊
常
な
方
法
で
あ
る
o
し
か
も
。

ヒ
の
法
典
案
を
先
づ
口
際
法
の
薪
究
團
禮
に
提
示
し
て
、
國
際
法
專
門
家
の
意
見
を
問
ひ
、
・
そ
れ
等
の
賛
助
を
得
て
，
そ
れ
か
ら
餐
圃

が
現
賞
的
法
規
と
し
て
探
用
す
る
こ
と
に
進
む
方
法
を
探
つ
て
ゐ
る
こ
と
も
萄
め
て
賢
明
な
策
で
あ
る
。
剰
轡
欄
係
の
亙
ひ
に
錯
綜
す

る
各
劉
に
封
し
、
直
ち
に
或
法
規
を
承
認
せ
し
め
様
と
す
る
こ
と
は
甚
だ
困
難
で
あ
る
こ
と
も
、
一
九
三
〇
隼
の
法
典
編
纂
會
繕
で
充

分
縢
歴
明
せ
ら
れ
た
o
そ
れ
故
に
、
先
づ
、
國
際
法
を
專
攻
す
る
者
の
慧
見
を
縄
め
，
各
國
を
し
て
徐
々
に
、
そ
れ
に
從
は
し
め
る
鶏

と
は
法
典
化
を
箕
現
す
る
疋
攻
法
と
冒
ふ
ぺ
麿
讐
あ
ら
う
o

　
③
第
二
の
特
色
織
、
こ
の
宣
書
は
、
所
謂
圃
際
法
規
を
羅
列
し
灌
も
の
で
は
な
く
宅
，
そ
の
題
名
麟
示
す
檬
艦
、
蕩
本
的
綱
観
な

る
も
の
を
掲
げ
て
ゐ
る
o
こ
の
墓
本
的
銅
領
ぱ
、
そ
の
規
定
を
一
讃
し
て
解
る
様
に
、
國
際
法
規
と
い
ふ
よ
翰
も
急
國
際
法
規
が
産
れ
、

題
解
さ
れ
、
班
當
づ
け
ら
れ
る
ぺ
き
前
提
要
件
を
域
す
事
賓
を
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
あ
る
國
際
法
趨
纏
こ
の
屡
蟹
の
認
識
を
墓
礎

　
　
　
　
　
7
ル
ザ
7
レ
ズ
の
『
挽
代
圃
繍
費
の
藷
本
約
翻
蝋
及
び
大
籐
鯉
の
寛
欝
蝕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
叢
謹



㈹
　
　
　
　
　
ア
ル
ヴ
ア
レ
〆
の
勾
現
代
國
際
浅
の
墓
本
的
綱
鶉
及
び
大
康
財
の
宣
書
』
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
圃
竃
圏

と
し
て
磯
生
し
ー
こ
の
凄
賞
に
基
い
て
理
解
さ
れ
．
解
紹
さ
れ
、
こ
れ
に
基
い
て
恥
そ
の
法
規
の
存
在
が
環
當
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
o

ご
れ
が
所
謂
こ
の
宜
智
で
蕩
本
的
綱
…
領
（
一
串
島
8
岳
呂
輪
8
費
目
窪
陣
巴
窪
）
と
欝
ぱ
れ
る
も
の
で
あ
る
o

　
③
鶴
省
一
の
特
色
は
、
原
則
（
矯
葺
翫
駕
）
と
規
則
（
＆
覧
o
）
と
を
麗
別
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
瓢
に
原
則
と
爾
ぱ
れ
る
も
の
罐
。

蕩
本
的
な
國
際
法
規
で
あ
つ
て
暫
そ
れ
は
各
國
民
の
法
的
意
識
を
具
現
し
た
も
の
で
あ
る
。
継
て
の
國
家
に
一
般
的
に
適
用
せ
ら
れ
、

護
家
の
意
思
を
以
て
層
こ
の
原
則
を
改
愛
す
る
こ
と
を
許
さ
な
い
o
鄭
ち
、
こ
ム
に
掲
げ
ら
れ
た
原
則
ぱ
そ
の
数
力
に
於
て
普
遍
的
な

も
の
で
あ
る
◎

　
親
則
（
鴇
覧
o
）
は
原
則
と
異
り
，
第
二
霰
的
な
も
の
で
あ
つ
て
．
原
則
の
適
用
を
目
的
と
し
、
或
は
偶
々
の
纂
件
を
規
律
す
る
爲
の

規
定
で
あ
る
o
規
則
は
各
國
の
明
示
的
．
叉
は
黙
示
的
な
意
思
に
よ
つ
て
の
み
作
ら
れ
、
國
家
は
、
自
由
に
そ
れ
を
改
慶
し
得
る
も
の

で
訪
る
●

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
ゆ
　
　
　
ゆ
　
む

　
と
れ
に
よ
っ
て
親
れ
ぱ
．
剛
際
法
規
に
は
、
そ
の
数
力
を
異
に
す
る
二
種
の
法
規
が
あ
）
、
所
鋼
漂
則
は
規
則
よ
ゆ
も
上
位
に
密
る

窺
範
で
あ
る
こ
と
が
解
る
o
國
際
法
は
同
位
關
係
法
（
鴇
o
R
魚
量
ぎ
諾
醜
9
窪
）
で
あ
る
か
、
或
は
從
騰
踊
係
法
λ
Oな
昆
営
§
臨
o
富
－

諺縛

）
で
あ
る
か
は
㌧
畢
者
に
よ
つ
て
見
解
の
分
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
の
宣
讐
は
、
國
際
法
を
以
て
從
驕
關
係
法
で
あ
る
乏
決

し
た
も
の
と
謂
ひ
得
る
o
ヒ
の
鮎
は
．
こ
の
宜
言
の
重
要
な
特
徴
の
一
と
し
て
看
蓬
せ
な
恥
o

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
昌
、
竃
饗
性

　
國
際
法
上
學
読
の
分
れ
て
ゐ
る
鮎
は
枚
學
に
蓬
が
な
い
で
あ
ら
う
。
あ
る
黙
に
つ
い
て
は
、
二
個
以
上
の
異
読
が
存
し
」
國
際
間
の

貴
行
に
於
て
も
全
く
欝
一
す
る
と
こ
ろ
が
な
い
様
な
、
所
謂
、
學
読
。
慣
行
共
に
一
致
を
映
く
様
な
場
合
も
、
甚
だ
屡
篭
で
あ
る
。
こ

の
糠
な
論
顯
は
、
一
面
か
ら
観
れ
ば
。
學
読
と
劉
家
の
實
行
と
が
牽
蓮
關
係
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
限
り
、
學
醗
の
不
一
数
が
慣
行
の



稠
婁
來
し
屍
婆
震
書
、
慣
行
の
不
統
一
輩
馨
盆
る
餐
で
奮
壼
盃
鴛
．
そ
れ
故
に
．
護
2
警
、

誉
轟
、
磨
の
藝
來
す
達
塞
器
る
．
あ
審
は
，
警
讐
勢
な
國
嚢
饗
鐙
義
舅
，

垂
二
禦
ら
釜
裏
苫
慈
碧
．
世
界
の
姦
の
智
茜
難
萎
巻
容
す
嚢
難
編
讐
よ
つ
て
承
馨
髭

書
蓬
＄
差
馨
零
姦
の
暴
蔭
憲
5
嘉
馨
詫
た
も
の
霧
重
云
ひ
讐
霧
象
．
即
ち
、
．
雀

く
と
も
ε
の
審
に
黎
せ
ち
れ
畠
嚢
上
の
蓼
の
問
讐
v
國
際
蒙
馨
毒
養
し
、
叉
幾
裏
寄
馨
蕾
も

の
濠
轟
壌
あ
亀
震
葦
ラ
ス
イ
ル
大
募
膿
裟
饗
ぺ
を
レ
ズ
ロ
ー
プ
（
脚
。
蟹
湘
押
劉
．
留
一
．
げ
）
の
如
薩
、

そ
窪
葦
亀
琶
履
ユ
葛
容
暮
霧
暴
撃
導
年
窪
畜
撃
、
彼
霧
窪
す
多
プ
レ
ズ
に
よ
つ
て

編
纂
諺
斐
魂
貸
嚢
の
査
男
審
記
髭
し
書
蓬
ぺ
、
詫
姦
の
葎
の
轟
蕃
誓
し
．
あ
寡
、
を

絶
讃
し
・
棄
に
は
附
讐
し
て
春
窒
畜
謬
蓄
る
．
こ
れ
は
も
と
よ
り
、
あ
書
2
反
鰹
蓼
奮
冨
ら
嘉
。

　
　
こ
れ
を
以
て
・
そ
3
圏
穰
惹
撃
詮
響
a
．
筆
蓑
、
轟
の
轟
義
げ
轟
婁
馨
誉
玄
の
も
．
あ

　
　
宣
曾
の
画
際
法
學
的
な
便
値
の
看
邊
し
得
な
い
こ
と
を
認
め
る
か
ら
で
あ
る
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
現
佳
図
際
勢
藩
零
的
綱
領
及
ビ
裳
原
則
ノ
置
雷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
薬
一
編
國
際
浅
幽
髄

　
　
　
墾
燦
裟
闇
聾
暮
ハ
ノ
碁
ノ
翌
關
係
・
蓼
．
ソ
レ
等
望
蕩
ハ
ソ
曇
ノ
煮
輿
嚢
ピ
輿
竪

　
　
ピ
瓢
精
帥
的
褒
農
ノ
僚
件
ナ
リ
O

㈹
至
讐
ノ
萎
叢
蟹
各
自
ノ
個
罰
的
利
釜
．
一
優
越
ス
ル
一
般
的
利
釜
ヲ
生
ゼ
ッ
メ
、
各
團
駿
員
．
．
共
岡
ノ
目
的
（
籔
．
．

　
　
　
　
　
　
　
γ
㌻
ζ
釜
麗
竃
嚢
垂
奮
覆
箆
莫
蚤
の
蕃
転
　
　
　
　
　
ご
、
頚



αの

　
　
　
　
　
ア
ル
ザ
ァ
レ
メ
の
『
塊
備
醐
際
漣
の
墓
本
的
綱
領
及
び
大
原
期
⑳
窟
曾
』
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご
藷
《

8
讐
質
硅
5
）
従
ツ
テ
、
麗
鯉
員
間
ノ
糠
利
・
義
務
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
團
魑
．
一
關
ス
ル
権
利
。
義
務
ヲ
磯
生
セ
シ
ム
◎

　
第
三
燦
　
圃
際
法
幽
艘
ハ
其
構
成
員
ノ
調
和
ア
ル
協
働
（
一
．
冨
同
目
o
鼠
。
β
胆
．
8
。
幕
吋
拶
鶴
。
圓
）
ヲ
保
障
ス
ル
ガ
如
キ
方
法
謹
綴
織
サ
ル

ペ
シ
o

　
薬
四
燦
　
國
策
ハ
常
轟
圃
際
法
ノ
原
則
騒
殊
昌
本
宣
冒
ノ
原
則
ヲ
奪
重
ス
ペ
シ
．

　
　
　
　
　
　
　
　
灘
呂
編
國
際
減
ノ
淵
源
．
簿
用
及
ピ
畿
展

　
纂
五
篠
　
國
際
法
倒
盟
員
間
ノ
關
係
ハ
本
宜
書
昌
ヨ
リ
規
律
セ
ラ
ル
。

　
第
穴
燦
，
本
宣
讐
轟
特
現
ナ
規
定
ナ
毒
場
合
（
家
ノ
モ
ノ
昌
ヨ
寧
規
律
セ
ラ
ル
。

　
（
イ
）
　
紛
孚
醤
事
國
ノ
明
示
的
合
慧
昌
劉
ル
原
則
及
ビ
規
則
、

　
（
ロ
）
大
多
欺
ノ
闘
家
（
置
鷺
忌
包
憲
偽
畠
国
β
募
）
昌
ヨ
リ
承
認
セ
ラ
レ
タ
ル
慣
習
法
（
。
塊
愛
。
。
鐸
露
鼠
。
聴
）
ノ
原
則
及
ピ
規
期
、

　
（
ハ
）
　
吊
ツ
欝
該
關
係
昌
，
適
用
ツ
得
ル
ト
キ
ハ
、
各
國
ノ
國
内
立
法
ノ
内
容
ヲ
ナ
ス
原
則
及
ピ
規
則
、

　
（
論
）
　
画
際
司
法
，
殊
呂
常
設
國
際
司
法
裁
判
所
昌
均
ツ
テ
紬
出
サ
レ
タ
ル
（
象
撃
磯
傍
）
原
則
及
ピ
規
則
、

　
藁
態
條
前
條
晶
示
シ
ク
ル
諸
璽
素
ヲ
鰍
ク
場
合
轟
ハ
、
國
際
正
義
ノ
敬
規
（
唱
目
伽
。
。
導
。
ロ
）
及
ど
衡
耶
ノ
摺
示
（
奮
㌶
島
8
践
。
膿
画
。

署
’
4
鐸
帥
囁
）
函
ル
」
マ
質
ノ
モ
ソ
ガ
適
用
セ
ラ
ル
ペ
ッ
。

　
薦
汎
篠
し
棚
際
正
義
ソ
敦
規
ー
ハ
、
國
際
法
團
彊
員
間
ノ
關
係
ガ
現
實
昌
規
律
セ
ラ
レ
ル
愚
ノ
ト
渚
ベ
ラ
ル
、
人
民
ノ
法
的
意
識
（
冨

8轄

慧
甘
鉱
忌
ぎ
9
肋
驚
眉
噂
慰
）
ナ
リ
o

　
遭
フ
慧
識
ハ
刷
際
怯
ノ
研
究
昌
從
察
ス
ル
皐
會
（
一
蕊
餓
言
富
）
ノ
決
謡
並
ピ
ニ
定
ノ
資
絡
ア
ル
法
律
家
（
㎞
舞
9
の
β
一
け
鶴
伽
．
8
籔
，

　
　
鳳
盆
9
0
聴
9
9
巨
窓
）
ノ
一
致
セ
ル
學
読
中
昌
現
ハ
ル
o



”李

轡
響
ε
件
ノ
特
撃
遙
情
弓
姜
ル
指
季
罫
。

莞
繰
箋
上
晃
例
画
襲
彗
嬰
壷
内
著
所
ノ
製
、
讐
．
．
撃
幾
ア
窪
簑
ノ
薮
影
贅
ハ
．
現

行
法
規
ノ
確
認
域
ハ
確
定
ノ
爲
昌
考
慮
セ
ラ
ル
ペ
ッ
。

　
　
　
　
　
　
　
第
三
編
　
國
内
法
卜
國
際
法
ト
ノ
關
係

憂
o
峰
奎
萬
奪
ル
薗
嚢
ノ
羅
禽
ラ
襲
霧
東
ス
．
各
國
倉
蟹
欝
。
一
於
テ
ハ
、
自
國
法
、
殊
．
一

憲
麟
ト
稠
容
レ
ザ
ル
規
定
ア
ル
場
合
呂
於
テ
竜
、
本
原
則
ノ
奪
嚴
ヲ
保
障
ス
ペ
シ
。

回
際
法
．
浸
ス
ル
立
法
3
画
奏
ソ
ど
勇
ス
叢
任
養
フ
。

醐
第
＝
燦

第
一
昌
傑

第
言
禄

　
主
権
ト
ハ
、
口
家
ハ
自
己
ノ
領
域
内
昌
於
ケ
ル
麦
配
者
（
B
艶
馨
残
。
）

封
シ
立
法
ヲ
ナ
シ
、
自
由
一
一
弛
國
ト
ノ
開
係
品
入
サ
得
彫
塾
ノ
意
味
呂
解
ス
ベ
シ
。

　
旨
レ
噸
ノ
能
力
ノ
行
使
昂
雷
ツ
テ
．
ハ
國
家
ハ
常
昌
國
際
法
ノ
規
定
（
博
馨
首
紳
ざ
留
ロ
）
墨
礎
フ
。

簾
藁
俊
如
何
影
領
域
畢
釈
的
手
段
；
ル
外
取
得
莞
ヲ
得
ズ
。

斌
カ
ノ
震
書
ル
麦
ハ
箋
蔑
警
窺
（
§
N
欝
量
冒
量
多
け
昌
．
・
8
量
留
鈴
砂
。
沖
．
．
切
）
或
箕
雛
テ
ノ
姦

ナ
董
制
乎
段
雪
㌃
商
突
、
．
貴
力
；
羨
隻
ハ
特
殊
裂
ノ
取
得
叢
墾
ラ
蓼
聚
シ
。

　
　
　
　
　
7
盈
ヴ
ア
ツ
ズ
の
『
幌
代
観
際
法
の
霧
本
的
綱
畿
箆
ぴ
大
療
鰯
の
窪
書
』
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
囲
憲
七

國
内
立
法
長
ス
ル
規
定
ヲ
套
ル
籍
へ
論
認
ハ
、
國
窪
ヲ
籍
ノ
規
宰
鶉
影
た
義
蓼
蓼
。

　
　
第
四
編
國
家
ノ
権
駒
｝
ヨ
蔓
制
隈

承
認
セ
ヲ
レ
ク
ル
総
デ
ノ
國
議
ハ
國
際
法
上
ノ
人
格
（
ヌ
爆
。
旨
蝕
繍
恥
β
鯉
窪
』
β
。
伸
昌
帥
。
岩
帥
酔
凶
。
留
餌
一
。
）
ヲ
有
ス
◎

一
隅
塑
天
主
纏
…
者
ナ
リ
o

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
昌
シ
テ
、
自
己
自
ラ
ヲ
・
交
配
ス
ペ
寺
棲
利
ヲ
有
シ
、
圃
簸
”
内
昌



⑱韓》

　
　
　
　
　
ア
ρ
ザ
ア
レ
ズ
の
『
瀦
鶴
矯
簾
決
の
蓬
函
「
的
編
領
及
び
大
隠
期
の
鑑
曾
臨
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
凶
三
八

　
麓
＝
工
櫨
卵
　
如
何
ナ
ル
闘
家
培
，
ご
騨
的
タ
嚇
ト
モ
魯
如
何
ナ
ル
一
圃
櫨
コ
ヨ
ル
ヲ
岡
ハ
ズ
、
楡
隈
麟
尉
ル
（
豊
審
冨
彊
島
．
鐸
謬
躍
窪
⑳
）

場
合
ノ
外
ハ
，
他
國
ノ
領
域
ノ
如
何
ナ
ル
部
分
ヲ
モ
占
有
ス
ル
ヲ
得
ズ
。

　
紛
議
ノ
ア
ル
場
合
昌
ハ
、
ソ
ノ
紛
舗
赤
直
チ
昌
囲
際
裁
馴
9
階
託
セ
ラ
ル
ペ
シ
。

　
』
藁
鰯
♂
六
櫨
”
㌧
國
豪
…
ハ
法
律
上
準
螂
｝
ナ
リ
。

　
法
律
的
季
等
《
必
然
的
昌
國
際
團
偲
ノ
利
盆
事
務
逡
行
（
餅
尉
領
謡
鶴
8
島
8
馨
酔
ゆ
冨
）
轟
任
ズ
ル
機
關
ノ
構
成
及
ピ
題
用
昌
於
ケ

ル
準
等
ナ
ル
協
働
ヲ
與
フ
ル
モ
ノ
昌
ア
ラ
ズ
。

　
盤
甲
嗣
七
燦
　
國
出
鑑
ハ
、
モ
シ
自
團
四
ガ
権
利
鼻
封
塵
即
ス
ベ
キ
義
務
ヲ
幽
箕
娩
猶
ス
ル
ト
雫
ハ
、
弛
國
論
特
別
ナ
構
一
難
脚
ヲ
認
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
恥

但
シ
暫
興
権
利
ハ
第
三
國
ノ
権
利
ツ
害
セ
ザ
ル
コ
ト
ヲ
嬰
ス
o

　
第
雫
（
燦
　
纏
テ
λ
回
家
｛
漕
灘
顧
、
漕
河
國
及
ピ
下
位
國
ノ
安
全
昌
必
要
ナ
ル
槽
利
ヲ
留
保
ッ
テ
、
灘
洋
、
一
般
的
利
釜
ノ
爲
轟

承
謬
塾
ラ
γ
ク
ル
航
路
ム
縄
量
塁
出
撃
窪
霧
）
及
ピ
室
域
ヲ
共
同
昌
使
用
ス
。

　
ゴ
ノ
使
用
わ
箪
昌
航
行
（
鴇
該
魑
鳳
8
）
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
驚
他
ノ
纏
テ
ノ
方
法
昌
弱
ル
利
用
ヲ
含
画
o

　
薬
幽
允
修
　
咽
國
成
ハ
複
敏
圃
へ
亭
和
的
目
的
ヲ
以
テ
ー
公
海
昌
建
遭
物
、
操
呂
浮
溝
島
（
公
海
飛
行
場
博
冨
讐
窪
鐘
艮
窪
）
ヲ

建
設
ス
ル
智
ト
ヲ
得
◎
．
但
シ
、
ソ
レ
等
ハ
其
目
的
昌
從
七
、
他
國
昌
自
由
昌
接
到
ス
ル
モ
ノ
ナ
ル
場
合
菖
限
ル
o

　
第
昌
0
燦
如
何
ナ
ル
國
家
モ
、
自
國
固
有
ノ
利
釜
ノ
名
昌
於
テ
、
共
同
利
釜
昌
闘
ス
ル
法
的
規
律
（
凶
禽
一
霞
彗
露
一
暑
一
鼠
象
書
o
）

鵠
反
ス
ル
権
利
ヲ
有
セ
ズ
。
回
家
ガ
．
一
定
ノ
時
ヨ
リ
以
後
昌
特
別
ナ
ル
描
利
ヲ
行
使
ス
ル
ト
キ
ハ
、
該
國
家
ハ
該
櫨
利
ヲ
一
般
的
利
釜

昌
昭
ス
ル
法
的
規
律
内
呂
於
テ
考
慮
ス
ペ
シ
O

　
露
顧
＝
篠
　
釦
何
ナ
ル
國
案
喝
自
己
ノ
審
件
ノ
裁
刹
官
ク
リ
且
ツ
常
審
着
タ
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ
o



（345）

　
如
何
ナ
ル
國
家
モ
自
己
自
ラ
ヲ
一
載
判
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ
。

合
法
ナ
ル
防
衛
権
（
肉
衛
権
脅
O
馨
留
属
O
q
一
彦
・
象
頴
塁
。
）
ノ
場
合
ヲ
除
キ
、
國
家
ハ
他
國
昌
謝
シ
、
其
義
務
ヲ
彊
制
ス
ル
場
合

昌
於
テ
ス
ラ
モ
、
騨
方
的
昌
彊
制
手
段
（
B
窪
罎
窃
留
0
3
註
餓
8
）
ヲ
執
ル
ヲ
得
ズ
o

　
第
昌
昌
條
蒋
別
ナ
ル
法
律
上
ノ
構
原
ナ
キ
場
合
ハ
、
タ
ト
ヘ
自
國
民
ノ
生
命
・
財
産
ガ
脅
威
セ
ラ
ル
・
場
合
昌
於
テ
モ
、
他
國
ノ
同

憲
ナ
ク
シ
チ
共
圃
ノ
内
外
峯
件
昌
封
ス
ル
干
渉
櫨
、
殊
昌
貴
力
（
h
9
8
）
昌
ヨ
ル
干
渉
纏
ヲ
有
セ
ズ
。

憩
テ
ノ
國
家
或
瓦
ソ
レ
等
ノ
中
ノ
一
圏
ノ
図
蒙
ノ
集
合
的
干
渉
ハ
燈
界
的
・
大
陸
的
或
ハ
地
方
的
岨
織
昌
關
ス
ル
規
約
（
窟
§
凸
ノ

規
定
昌
ヨ
ル
場
合
昌
ノ
ミ
許
サ
ル
o

　
第
昌
三
慷
、
如
何
ナ
ル
國
家
モ
自
己
ノ
自
由
ナ
ル
同
意
昌
ヨ
リ
且
ッ
國
際
立
法
昌
ヨ
リ
確
認
セ
ラ
レ
タ
ル
一
般
的
・
大
睦
的
．
地
方
的

利
釜
昌
反
セ
ザ
ル
場
合
昌
ノ
ミ
本
宣
讐
ノ
規
定
昌
ヨ
リ
取
程
シ
ク
ル
樒
利
ヲ
將
來
譲
渡
又
ハ
制
限
シ
得
。

　
　
　
　
　
　
　
　
第
四
編
．
國
廉
ノ
義
務

　
第
8
四
燦
　
圃
家
（
他
幽
昌
封
シ
且
ツ
回
際
團
艦
昌
關
ス
ル
義
務
ヲ
有
ス
O

　
第
昌
竃
傑
．
■
回
家
ハ

　
（
イ
）
　
自
轡
ノ
領
域
内
昌
於
テ
國
際
義
務
ノ
途
行
（
潤
R
o
冒
覧
騎
器
罧
9
）
昌
必
要
鋏
ク
ペ
カ
ラ
ザ
ル
族
序
ヲ
維
霧
ス
ペ
シ
o

　
（
ロ
）
自
國
内
昌
居
佳
ス
ル
纏
テ
ノ
人
轟
封
シ
、
國
際
正
義
ノ
感
情
ガ
現
在
ノ
丈
明
國
民
ノ
纏
テ
昌
課
ス
｝
コ
・
ノ
嬢
瀦
ノ
途
行
及

　
　
　
ピ
利
養
ノ
享
有
ヲ
許
ス
ガ
如
キ
段
治
的
及
ピ
法
律
的
継
織
ヲ
維
持
ス
ペ
シ
o

　
（
ハ
）
自
國
ノ
領
域
内
昌
於
テ
他
國
ノ
安
全
或
ハ
國
内
的
秩
序
昌
反
ス
ル
ガ
魏
キ
陰
謀
ヲ
企
ツ
ル
3
↑
ヲ
防
屡
ス
ベ
ツ
＠

　
　
ノ

　
（
呂
）
　
圃
際
法
ノ
敦
規
及
ピ
自
己
ノ
調
印
シ
タ
ル
條
約
ヲ
嚴
稽
昌
遽
守
ス
ベ
シ
。

　
　
　
　
　
ア
ル
ヴ
ア
レ
メ
の
『
頚
”
代
”
醐
際
訣
の
蔓
”
太
「
的
寵
刷
領
及
【
が
大
膿
“
期
の
實
”
健
温
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
轟



（3‘の

　
　
　
　
　
ア
ル
ゲ
ア
レ
ズ
の
『
現
代
國
際
淡
の
幕
本
的
綱
領
及
が
大
原
則
の
豊
雷
』
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
凶
曖
O

　
　
　
　
如
何
ナ
ル
國
家
（
讐
欝
竃
8
）
モ
他
ノ
締
約
國
ノ
同
意
ヲ
得
ル
昌
ア
ラ
ザ
レ
バ
燦
約
上
ノ
約
束
鞠
り
解
放
サ
レ
或
ハ
其
規
定

　
　
　
ヲ
修
正
ス
ル
ヲ
得
ズ
。

（
ホ
）
利
害
閲
係
ヲ
有
ス
ル
各
國
ノ
櫨
利
ヲ
奪
重
ス
ベ
シ
。

（
へ
）
　
國
家
間
昌
生
ズ
ル
コ
ト
ア
ル
ベ
や
紛
争
ハ
不
和
的
轟
解
決
ス
ペ
シ
o

　
（
｝
）
　
國
際
勃
馴
劇
脚
所
”
昌
ヨ
リ
テ
興
へ
輔
フ
レ
』
グ
ル
翻
別
決
ハ
忠
膿
蹴
（
島
②
げ
O
ロ
5
0
h
O
凶
）
昌
罷
賭
行
ス
ベ
シ
O

（
チ
）
職
争
ノ
豫
防
・
防
塵
及
ビ
機
會
ア
ル
毎
昌
ソ
レ
ヲ
停
止
セ
シ
メ
ル
・
ト
昌
協
力
ス
ベ
シ
。

（
り
）
　
刑
事
及
ビ
昆
事
裁
判
ノ
執
行
（
一
．
銭
目
ぎ
聾
壁
躍
9
）
　
昌
封
シ
相
互
昌
援
助
ス
ペ
シ
。

（
ヌ
）
　
國
際
的
役
務
（
器
蔑
n
窃
誉
帥
窪
B
岳
8
盤
踊
）
ノ
創
設
。
魑
用
（
ぎ
暑
誉
讐
聾
。
馨
）
及
ピ
嚢
展
昌
瘍
加
ス
ペ
シ
◎

（
ル
）
個
人
ノ
健
康
及
ビ
公
衆
衝
生
ノ
改
善
、
疾
病
ノ
豫
防
及
ピ
世
界
ノ
苦
欄
縷
和
昌
關
ス
ル
園
際
的
事
業
一
一
協
力
ス
ペ
シ
o

（
ヲ
）
人
民
乳
道
徳
的
・
智
的
及
ピ
物
質
的
進
歩
、
肉
盟
的
並
ピ
魯
精
帥
的
勢
働
者
ノ
條
件
ノ
改
魯
、
及
ピ
科
學
的
進
歩
ノ
髄
展
昌
協

　
　
　
カ
ス
ペ
シ
o

（
ワ
）
　
自
國
内
昌
國
際
的
痙
轄
ノ
感
情
ヲ
褒
展
セ
ジ
ム
ル
露
メ
國
家
ノ
有
ス
ル
手
段
（
教
育
，
ラ
ヂ
オ
、
映
欝
．
印
刷
物
、
其
抱
）
ヲ
利

　
　
　
用
ス
ペ
シ
o

第
昌
凸
（
燦
義
務
ノ
履
行
昌
於
テ
モ
、
櫃
利
ノ
行
使
昌
於
ケ
ル
ガ
如
ク
、
國
家
ハ
其
使
命
ト
シ
テ
人
類
ノ
逡
歩
ヲ
蓮
帯
的
品
逡
求
ス

ペ
毎
モ
ノ
ナ
リ
ト
ノ
思
想
ヲ
高
調
ス
ペ
シ
o

　
第
昌
七
條
　
大
陸
的
及
ピ
地
方
的
團
饅
ハ
絃
テ
ノ
蔀
門
ノ
活
動
（
ε
島
冨
o
置
罷
驚
一
．
碧
鑑
轟
憲
）
殊
昌
経
濟
的
部
門
ノ
活
動
轟

相
互
昌
協
力
ス
ペ
キ
鶴
務
ヲ
有
ス
o



縄7）

　
瓢
ノ
目
的
ヲ
逡
ス
ル
爲
、
・
協
同
一
致
シ
テ
最
善
ノ
方
法
ヲ
探
求
ス
ベ
シ
。

　
　
　
　
　
　
　
第
六
編
　
個
人
ノ
國
際
法
上
ノ
櫨
莉

　
第
昌
八
慷
　
紬
テ
ノ
國
家
ハ
自
國
内
ノ
纏
テ
ノ
個
人
昌
封
シ
、
閾
籍
，
性
、
入
種
、
冒
語
或
ハ
宗
教
ノ
麗
別
ナ
ク
、
其
生
命
、
自
由

及
ピ
財
産
昌
鋤
シ
完
全
ナ
ル
保
護
（
筥
魯
器
9
9
島
儲
旨
O
§
鶴
8
）
ヲ
保
障
ス
ベ
シ
。

　
第
二
九
條
　
総
テ
ノ
國
家
ハ
又
自
國
内
ノ
納
テ
個
人
昌
封
シ
、
其
實
行
ガ
公
序
．
良
俗
．
一
反
セ
ザ
ル
限
リ
、
総
テ
ノ
教
理
（
画
。
凶
）
宗
轍

（
琶
轄
葺
）
或
ハ
信
仰
（
R
畠
鐸
B
）
ノ
公
的
及
ピ
私
的
ノ
自
由
ナ
ル
蜜
施
横
ヲ
承
認
ス
ベ
シ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
第
七
編
　
外
國
人
ノ
権
利
・
義
務
．
國
家
ノ
實
任
、
外
交
的
要
求

　
第
三
〇
燦
　
外
國
人
ハ
私
権
及
ビ
刑
法
£
ノ
保
障
昌
關
シ
テ
ハ
自
國
人
ト
同
糠
、
一
待
遇
セ
ラ
ル
、
構
利
ヲ
有
ス
。

　
如
何
ナ
ル
場
合
昌
於
テ
モ
．
外
國
人
ハ
彼
等
ノ
居
住
ス
ル
國
ガ
、
永
久
的
ナ
方
法
昌
テ
、
其
居
住
者
葺
封
シ
第
二
五
條
（
耀
）
及
ビ
第

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
ヤ

ニ
八
條
第
二
九
條
鵠
關
ス
ル
鞭
利
ノ
最
小
限
ヲ
保
障
セ
ザ
ル
場
合
ノ
外
ハ
、
自
國
入
ヨ
リ
モ
ヨ
リ
以
上
ノ
権
利
ヲ
モ
ッ
コ
ト
ヲ
主
張
シ

得
ズ
。

　
第
一
一
＝
條
　
纏
テ
ノ
外
幽
人
ハ
其
居
住
ス
ル
領
域
國
ノ
法
及
ど
縷
力
ノ
下
昌
置
カ
ル
。

　
第
三
昌
慷
　
繕
テ
ノ
國
家
ハ
、
作
露
一
一
日
ル
ト
不
作
爲
昌
ヨ
ル
ト
ヲ
問
ハ
ズ
、
自
國
ノ
官
憲
（
釦
一
一
紳
。
昌
融
笛
）
ガ
地
國
入
民
昌
饗
シ
．
7

加
ヘ
ク
ル
損
害
昌
封
シ
共
責
任
ヲ
負
フ
●

　
然
シ
コ
ノ
資
任
ハ
、
第
二
五
條
（
ロ
）
及
ビ
第
二
八
條
、
第
二
九
傑
昌
指
示
セ
ラ
レ
タ
ル
場
合
、
或
ハ
國
際
法
上
外
國
人
ノ
有
ス
ル
権

利
ノ
侵
害
又
ハ
不
承
認
ノ
存
シ
タ
ル
場
合
昌
ア
ラ
ザ
ル
限
り
、
自
國
人
昌
闘
ス
ル
モ
ノ
ト
同
檬
ナ
蓼
。

　
薦
三
三
燦
　
國
蒙
ハ
條
約
呂
ヨ
リ
、
静
倥
三
設
定
セ
ラ
レ
ク
ル
責
任
ヲ
撰
張
或
ハ
緒
少
シ
得
。

　
　
　
　
　
ア
彪
ザ
ア
レ
メ
の
喝
轟
代
國
際
法
の
墓
本
醜
綴
領
及
び
大
臨
則
の
宣
曾
鵠
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
國
一



（3｛3，

　
　
　
　
　
ア
ル
ゲ
ア
レ
ズ
の
『
現
代
國
際
湊
の
墓
冶
・
的
馨
領
丞
び
大
原
則
の
宣
冒
』
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
圏
二

　
鱗
三
四
娠
　
外
國
人
昌
シ
テ
溜
霜
國
昌
於
テ
、
國
家
昌
責
任
ア
リ
ト
考
ヘ
ラ
ル
、
損
害
ヲ
其
國
ノ
官
憲
或
ハ
佃
人
ヨ
リ
受
ヶ
ク
ル
ト

宇
ハ
、
其
國
ノ
官
憲
昌
訴
フ
ペ
シ
。
外
國
人
ノ
本
國
ハ
裁
判
拒
否
ノ
場
合
ノ
外
ハ
、
彼
等
昌
外
交
的
俣
謹
ヲ
興
7
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ
。
裁

判
拒
否
昌
ツ
キ
孚
ヒ
ノ
生
ジ
タ
ル
場
合
ハ
國
際
裁
判
昌
ヨ
リ
決
定
サ
ル
o

　
第
昌
五
燦
他
國
昌
封
シ
不
正
昌
（
一
昌
島
冨
目
①
暮
）
損
害
（
質
㊥
冒
急
8
）
ヲ
興
ヘ
ク
ル
國
家
ハ
、
其
損
害
ヲ
賠
償
ス
ベ
シ
。

　
損
害
ガ
不
正
雷
ヨ
リ
生
ジ
タ
ル
モ
ノ
ナ
リ
ヤ
否
ヤ
ノ
問
題
ハ
國
際
裁
判
昌
ヨ
リ
決
セ
ラ
ル
。

　
　
　
　
　
　
　
　
第
八
編
國
際
紛
畢
ノ
解
訣

　
第
菖
六
燦
　
友
誼
的
方
法
昌
ヨ
リ
解
決
シ
得
ザ
ル
國
家
間
ノ
総
テ
ノ
紛
畢
ハ
、
モ
シ
糎
鼻
的
、
大
陸
的
、
地
方
的
、
或
ハ
當
事
國
間

ノ
篠
約
ガ
存
ス
ル
ト
キ
ハ
、
該
條
約
昌
指
示
シ
タ
ル
手
績
昌
委
ネ
ラ
ル
ペ
シ
。

　
第
菖
七
繰
　
前
條
昌
指
示
シ
タ
ル
懲
質
ノ
條
約
ガ
存
セ
ザ
ル
ト
キ
ハ
、
紛
争
國
ハ
該
醗
争
ヲ
國
際
聯
盟
理
事
會
晶
提
働
シ
、
紛
雫
ヲ

審
理
（
6
9
影
聾
話
）
ス
ル
法
律
的
或
ハ
政
治
的
樒
限
ヲ
有
ス
ル
國
際
的
機
構
ノ
諮
問
的
意
見
ヲ
要
求
ス
ベ
シ
、
紛
争
當
事
國
ハ
．
モ
シ

其
道
ガ
開
カ
レ
タ
ル
ト
キ
ハ
、
直
接
昌
該
麗
際
的
機
樽
昌
訴
フ
ル
コ
ト
ヲ
得
o

　
第
三
八
燦
常
設
國
際
司
法
裁
判
所
ハ
國
際
法
團
短
ノ
世
界
的
司
法
機
關
ナ
リ
。

　
第
三
九
燦
　
國
際
法
ノ
原
則
及
ビ
規
則
昌
鋤
ス
ル
纏
テ
ノ
侵
犯
ハ
國
際
法
團
盟
谷
員
ノ
権
利
ノ
侵
害
ナ
リ
、
但
シ
、
直
接
ノ
利
轡
關

係
圃
ノ
ミ
ガ
資
格
ア
ル
國
際
機
關
昌
提
訴
（
器
鐵
周
）
ス
ル
2
ト
ヲ
得
・

　
　
　
　
　
　
　
　
第
九
編
國
際
法
ノ
法
典
化

　
薬
四
〇
條
　
世
界
的
タ
ル
ひ
大
陸
的
タ
ル
｝
地
方
的
ク
ル
ト
ヲ
問
ハ
ズ
、
維
テ
ノ
法
典
化
ハ
本
宣
鷺
昌
含
マ
ル
・
諸
原
則
ヲ
高
調
ス

ペ
ツ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
i
（
噌
九
三
七
・
六
二
七
）
1
4


